
様式第３号(第９条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 令和７(2025)年度第２回みよし市教育振興基本計画推進委員会 

開 催 日 時 
 令和７(2025)年９月１１日（木） 

午後２時から午後３時３０分まで 

開 催 場 所  みよし市役所３階 研修室１・２・３ 

出 席 者 

 委 員 長：大村  惠 

委   員：大地由美子  鈴木 政之  江上 俊郎 

山田 郁子  小嶋 宏美  鈴木みゆき 

髙橋小夜子  冨樫佐智子  鈴木 睦子 

鈴木 康之  平山 啓子  清水 素子 

事 務 局：増岡教育長  冨田教育部長  

岡田教育部次長兼学校教育課長 

鈴木教育部副参事兼学校教育課主幹 

林スポーツ推進監兼スポーツ課長 

林学校給食センター所長 

橋本生涯学習推進課長兼中央図書館長 

塚本歴史民俗資料館長 

酒井学校教育課主幹  長谷川学校教育課主幹 

廣川学校教育課主幹  小野学校教育課副主幹  

山口学校教育課副主幹  

山内学校教育課地域連携担当 

（計２７名） 

次 回 開 催 予 定 日  令和８(2026)年２月 

問 合 せ 先 

 みよし市教育委員会学校教育課 

電話：０５６１－３２－８０２６ 

ファックス：０５６１－３４－４３７９ 

メール：gakko@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下欄に掲載するもの 
・議事録全文 

・議事録要約 
要約した理由   

審議経過 

鈴木教育部副参事 

兼学校教育課主幹 

 本日は、ご多用の中、ご出席いただきありがとうございます。

会を始める前に、お願いがあります。私は、本日の進行役を務

めさせていただきます、教育部副参事兼学校教育課の鈴木と申

します。よろしくお願いいたします。 

本日の会議は、みよし市附属機関の設置及び運営に関する要

綱の規定により、公開とさせていただいておりますのでよろし

くお願いいたします。また、会議録作成支援システムを使って

行わせていただく関係上、発言される際は、マイクを使ってい

ただきますようお願いいたします。 

定刻になりましたので、ただ今から「第２回 みよし市教育

振興基本計画推進委員会」を始めさせていただきます。 

初めに礼の交換をします。皆様、御起立ください。 

一同礼。 



ご着席ください。 

なお、本日、名古屋芸術大学教授 渡辺 桜様 北中学校長

岡本信一郎様 保育園父母の会会長 伊藤 亜美様から欠席の

連絡をいただいております。 

鈴木教育部副参事 

兼学校教育課主幹 

 

教育長 

それでは、主催者を代表して教育長より挨拶を申し上げます。 

 

教育長 挨拶 

 

鈴木教育部副参事 

兼学校教育課主幹 

 

 

大村委員長 

 

それでは、早速議事に入ります。ここからは、みよし市教育

振興基本計画推進委員会設置要綱により、委員長の大村先生に

進行をお願いいたします。 

 

大村委員長 挨拶 

大村委員長 それでは、本日は、次第に沿ってスライドを見ながら話し合

いを進めていくと伺っております。まずは、報告事項「令和６

(2024)年度教育委員会点検評価「学識者による意見」報告につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

廣川学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失礼いたします。 

みよし市教育委員会学校教育課指導主事の廣川幸平です。 

スライドと要項を合わせてご覧ください。教育委員会の点検・

評価とアンケートの分析結果についてご説明いたします。要項

の２ページをご覧ください。学校教育の分野において、今年度

も中部大学の武者先生に評価していただきました。まずは、高

評価をいただいた取組についてお伝えします。作戦Plus Oneは、

目標値に届いていないが、２年間で大幅に向上したこと、作戦

１は、安心して子育てができる環境の整備が進められているこ

と、作戦４は、相談時間数を増やし、以前より相談者の求める

ときに相談できる状況に近づいていること、戦略５は、主体的・

対話的で深い学びを実現する授業の高い成果を上げたこと、作

戦11は、こども一人一人への手厚くきめ細かい支援に取り組ん

でいることなどを評価していただきました。 

続いて、課題を指摘された主な取組についてです。作戦１の

成果指標が非常に高いのに対し、作戦Plus One、作戦３、作戦

４については、いずれも低い数値となっていること、作戦７は、

ALTを積極的に活用した割合が年々低下していること、作戦８

は、こどもの心を育てることは、学校だけでなく、家庭・地域・

学校の連携によってなされること、作戦９は、体力テストの合

計点が全国平均よりいつも低いが、就学前の段階から運動に親

しみ習慣化することが大切である等、ご指摘をいただいた。 

次期計画策定に向けて、今後の部活動の地域展開、学級の弾

力化・再編、コミュニティ・スクールの成功は、教員・保護者・

地域の育ち合いが大切になること、様々なこどもと地域の人々

が語り合う場を設けることで、みよし市の未来が見えてくると

ご助言いただきました。 

続いて、社会教育分野についてです。今年度も、愛知教育大

学の中山先生に評価していただきました。まず、高い評価を得

た主な取組についてです。作戦14は、生涯学習の講座を、サン

ライブに加え、おかよし交流センターで開催し、今後はみなよ

し交流センターでも開催し、拡大・拡充していること、作戦16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村委員長 

 

 

 

 

 

大村委員長 

は、中学校の休日の部活動の地域展開が着実に進んでいること、

作戦20は、市内小中学校の11校に、地域コーディネーターを配

置していることについて評価していただきました。ちなみに、

現在は、市内小中学校の全校に地域コーディネーターの配置が

完了しております。 

次に、課題を指摘された主な取組についてです。住民の自主

的な諸活動のサポートをする体制づくりと、地域レベルの社会

教育施設・団体と市行政やサンライブなどとの関係づくりの発

展について検討すべきこと、地域活動に取り組んでいる団体や

サークル、公民館、自治区の施設などが課題と感じていること

を支援することで地域・自治体づくりを進めていくとよいとご

指摘いただきました。 

最後に、次期計画策定に向けてです。地域住民、地域サーク

ル、地域活動を行う団体に対応する社会教育職員の配置が必要

であり、そのためには、それを担う担当課の職員を見直す必要

があること、みよしの歴史をこどもに引き継いでいくために、

資料館職員と学校の先生が連携すること、地域学校協働活動と

コミュニティ・スクールを進めるうえで、教職員の本音を踏ま

え、前向きに取り組めるようにすることなどのご助言をいただ

きました。いただいた御意見を真摯に受け止め、今年度の取組

および次期教育振興基本計画に生かしてまいります。教育委員

会の点検評価について以上となります。 

 

ありがとうございました。 

ただいまのご説明について質問等がありましたらお願いした

いと思います。いかがでしょうか。 

 

質問なし 

 
よろしいでしょうか。それではご質問もないようなので、次

の議題に移らせていただきます。 

大村委員長 

 

 

廣川学校教育課主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、協議事項（1）みよし市新教育振興基本計画の重

点取組について、事務局からご説明お願いいたします。 

 

こちらにつきましては、スライドと分厚い骨子案を合わせて

見ながらお聞きいただけたらと思います。 

最初に、次期教育振興基本計画の重点取組について、前回か

ら変更をしたところを主に説明します。骨子案のP36ページをご

覧ください。基本目標Ⅰの「２１世紀をたくましく生き抜く子

を目指した、みんなが育つ共育・協育の推進」に対する重点取

組については、５つから８つに増やしました。「みよし市体力向

上計画の推進」を外し、「特別活動・キャリア教育の推進」「働

き方改革の推進」「学校の課題解決の推進」を新たに位置づけ、

「地域学校協働活動の充実」は基本目標３から基本目標Ⅰに移

動しました。続いて、重点取組を１つ１つ説明します。 

重点取組１の「学ぶ楽しさを実感し生きる力を育む「みよし

の授業」づくりを支援」について説明します。P37をご覧くださ

い。こどもたちが主体的に学び、学ぶことに楽しさや喜びを感

じることができ、なおかつ、これからの時代を生きていくため

に必要な資質・能力を高められる「みよしの授業」づくりを支



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

援していきます。市内の教員が同じ方向性で「みよしの授業」

づくりをしていけるように、授業力を向上に向けた取組を充実

させます。 

重点取組２の「こどもが主体となって持続可能な社会の担い

手となる基礎を育む特別活動・キャリア教育の推進」について

説明します。P39をご覧ください。将来、社会の担い手として活

躍できるこどもの育成をめざし、特別活動やキャリア教育を推

進していきます。具体的な取組としては、こどもが自らの考え

を発信できる場づくり、自分の将来について考えるきっかけづ

くり、地域や社会を広い視野で見ることができるようにするた

めの活動や体験などを位置づけています。 

重点取組３の「自他を大切にし、周囲と共に高め合う「みよ

し思いやり教育」の推進」について説明します。骨子案のP41を

ご覧ください。前回の案「人権教育の研究推進」から変更して

おります。児童生徒が自分を大切にし、周りの誰に対しても尊

重できるように、心の教育を推進していきます。具体的な取組

として、道徳教育、人権教育の充実、生命を尊重し命の大切さ

を自覚する取組の実施、福祉教育の推進等であり、思いやりの

気持ちを育むための取組を位置づけています。 

重点取組４の「教育の質の向上を保障するチーム学校の確立

と教育の働き方改革の推進」について説明します。骨子案のP4

6をご覧ください。これについては、今回新たに重点として位置

付けました。教育の質を向上するための人材を確保しつつ、教

員の働き方を改革していきます。具体的な取組として、教員を

サポートする支援員や専門家の配置、地域学校協働本部を核と

したボランティアの拡充、教育DXによる業務の効率化等であり、

教員がゆとりをもって業務を行うことができ、児童生徒一人一

人と向き合うための時間を生み出すための取組を位置づけてい

ます。 

重点取組５の「ＩＣＴを活用した個別最適・協働的な学びを

推進する環境の充実」について説明します。骨子案のP49をご覧

ください。前回の案「ＩＣＴ教育環境の整備と活用」から変更

しております。ただＩＣＴを活用することを目標とせず、「個別

最適な学び」「協働的な学び」を達成するためにＩＣＴを活用し

ていきます。具体的な取組として、ソフトウェアやアプリの充

実、情報教育を支えるアドバイザーや支援員の配置拡大、「個別

最適な学び」「協働的な学び」を最大限に引き出す環境整備等で

あり、国が目指す探究的な学習を進めていくための取組を位置

づけています。 

重点取組６の「不登校を生まない学校づくり」について説明

します。骨子案のP53をご覧ください。前回の案「不登校対策の

推進」から変更しております。不登校児童生徒への支援を中心

に取組を位置づけていましたが、未然防止の視点の取組を重点

にしました。具体的な取組として、優しさで溢れ、楽しく、行

きたくなる魅力ある学校づくりの推進、一人一人が取り残され

ない学習形態の工夫、こどもの心を支える相談体制や健康観察

の実施等であり、新たな不登校を出さないための取組を位置づ

けました。 

重点取組７の「持続可能な地域学校協働本部の体制づくり」

について説明します。骨子案のP55をご覧ください。現在、全小



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校に地域コーディネーターの配置が完了し、今後は、効果

的かつ、持続可能な体制整備を目指していきます。具体的な取

組として、保護者や地域の方に地域学校協働本部についての周

知啓発及び理解促進、ボランティア制度の整備、地域コーディ

ネーター資質向上を目的とした研修等であり、盤石な体制を確

立していくための取組を位置づけました。 

重点取組８の「学校運営協議会を核とした学校の課題解決の

促進」について説明します。骨子案のP57をご覧ください。これ

についても、今回新たに重点として位置付けました。 

学校を取り巻く課題は山積しており、解決に向けて、保護者

や地域の方の力添えを必要とするものも多くあります。そのた

め、保護者や地域の方の協力を得られるように、連携体制を構

築していくことを目指します。具体的な取組として、学校運営

協議会の開催、部活動の地域展開や体験活動の協力要請、課題

を抱える家庭支援等であり、保護者・地域・学校が連携し、よ

りよい学校づくりをするための取組を位置づけました。 

続いて、P59をご覧ください。基本目標Ⅱの「地域との協働に

よる、市民みんなが育つ学びの場づくりの推進」に対する重点

取組については、４つから５つに増やしました。これにおいて

は、前回と重点取組を大幅に変更しておりますので、今から重

点取組を１つ１つ説明していきます。 

重点取組９の「図書館交流プラザ「サンライブ」を拠点とし

た既存公共施設の利活用」について説明します。骨子案のP60を

ご覧ください。みよし市には、サンライブ以外にも多くの公共

施設があり、それらの利活用について再度見直し、市民の学び

を提供するために有効活用していくことを目指します。具体的

な取組として、おかよし交流センターやみなよし交流センター

での生涯学習講座の開催、公共施設の維持管理、地区施設の補

助と活用の促進等であり、市民が学びたいことが学べる環境を

整えるための取組を位置づけました。 

重点取組10の「人生100年時代のライフステージに応じた生涯

学習・生涯スポーツの機会の創出」について説明します。骨子

案のP62をご覧ください。市民のライフステージに応じた生涯学

習と生涯スポーツの場や機会を提供することを目指します。具

体的な取組として、小学生が親子で参加できる講座、高齢者優

先講座の開催、身近な場所で親しむスポーツ教室の開催、健康

増進に関連した活動の支援・連携等であり、年齢層、生活状況

によって、興味のある分野や学びの目的が異なる状況でも、市

民が生涯学び続けることができるような取組を位置づけまし

た。 

重点取組11の「市民の期待に応える中央図書館・サンネット

図書コーナー等の充実」について説明します。骨子案のP66をご

覧ください。こどもをはじめ、あらゆる市民の要望やニーズを

踏まえた中央図書館やサンネット図書コーナーにしていくこと

を目指します。具体的な取組として、すべての市民が親しむこ

とができるための図書・資料の充実、電子図書館の充実、読書

をするきっかけづくりとしてブックスタートパックの配付、こ

どもの図書館利用を促す取組等であり、読書好きな市民を増や

していくための取組を位置づけました。 

重点取組12の「みよし市文化祭・音楽祭・芸能発表会・郷土



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸能伝承活動発表会等の活性化」について説明します。骨子案

のP67をご覧ください。文化・芸術活動の発表の場づくりとして、

みよし市文化祭・音楽祭・芸能発表会・郷土芸能伝承活動発表

会等の場を提供するだけでなく、参加者や観客を増やしていく

ことを目指します。具体的な取組として、各種発表の場の開催

方法や発表をする対象者の見直し等であり、発表者が達成感を

味わったり目的が果たせたりできるように、参加者や観客を増

やすための取組を位置づけました。 

重点取組13の「市内スポーツイベントの活性化」について説

明します。骨子案のP69をご覧ください。各種スポーツイベント

の開催・活性化をし、あらゆる市民がスポーツを親しみ、スポー

ツを始めるきっかけづくりを目指します。具体的な取組として、

市主催のスポーツイベントの在り方の見直し、小学生、中学生、

地域の方、それぞれを対象としたスポーツイベントの開催・支

援、eスポーツイベントの開催等であり、スポーツイベントの参

加者数を増やすための取組を位置づけました。 

重点取組14の「市民がカヌーに親しむ場の提供」について説

明します。骨子案のP73をご覧ください。カヌーに親しむ場を提

供していくことで、カヌーのまちみよしとしての誇りをもつ市

民が増えることを目指していきます。具体的な取組として、一

般社団法人みよし市カヌー協会と連携し、カヌー教室や出前授

業、お花見やみよしスポーツ祭のカヌー体験等であり、あらゆ

る場面において、市民がカヌーを親しむ機会を創出する取組を

位置づけました。 

続いて、P77をご覧ください。基本目標Ⅲの「人のつながりと

学びを通した家庭づくり・地域づくりの推進」に対する重点取

組については、３つから４つに増やしました。家庭や地域の教

育力向上やつながりづくりを視点に、家庭教育について、地域

学校協働本部について、一貫した支援体制について等を重点に

位置づけました。今から重点取組を１つ１つ説明していきます。 

重点取組15の「家庭教育に関する学習機会の充実」について

説明します。骨子案のP78をご覧ください。家庭教育の情報を提

供するだけでなく、家庭教育について学ぶ場を保護者の参加し

やすいような形で提供していくことを目指しています。具体的

な取組として、保育園・幼稚園の父母の会による学習機会の充

実、学校における家庭教育学級の拡充、ペアトレ講座の拡充等

であり、子育てや家庭教育で悩む保護者を支援する取組を位置

づけました。 

重点取組16の「地域学校協働本部の体制強化と活動周知のた

めの取組の充実」について説明します。骨子案のP81をご覧くだ

さい。保護者や地域の方に地域学校協働本部への関与を促進す

るために、地域学校協働本部の体制強化と活動の周知を目指し

ていきます。具体的な取組として、統括コーディネーターの配

置、地域コーディネーターの研修、活動拠点の確保、及び、多

様なメディアを活用した情報発信等であり、より多くの保護者

や市民にボランティアとして参加していただくための取組を位

置づけました。 

重点取組17の「０～18歳まで一貫して支援できる体制の構築」

について説明します。骨子案のP86をご覧ください。幼稚園・保

育園から小学校、小学校から中学校、そして、中学校卒業後等、
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環境が変化しても、こどもやその保護者の支援ができる体制の

構築を目指していきます。具体的な取組として、就学前の５歳

児健診の実施、一貫した相談体制の構築、ひきこもり支援、中・

高の接続や就職先への情報提供等であり、環境が変化しても、

こどもと保護者が安心して生活を送ることができるようにする

ための取組を位置づけました。 

重点取組18の「放課後の児童の居場所づくり」について説明

します。骨子案のP88をご覧ください。共働き家庭が増えている

なかでも、安心して子育てができるように、学校の放課後にお

けるこどもの居場所を充実させていきます。具体的な取組とし

て、放課後児童クラブをこどもの育ちの場として拡充、民間児

童クラブへの支援、放課後こども教室のプログラム開発等であ

り、学校の放課後において、こどもが充実した時間を過ごすこ

とができるように取組を位置づけました。以上が重点取組の説

明となります。 

そこで、ここからは、先ほど説明させていただきました「み

よし市新教育振興基本計画の重点取組について」、皆様方の立場

から御意見を伺いたいと思います。今回は、グループではなく、

全体協議で行わせていただきます。重点取組として足りていな

い点や変更したほうがよい点等の視点でお聞きできればと思い

ます。よろしくお願いします。 

以上となります。 

 

ありがとうございました。 

それでは今ご説明がありました、その重点取組についてのご

意見、ご質問をいただきたいと思います。 

それでは、いかがでしょうか。 

 

どこからでもよろしいですか。 

では、39ページの重点取組２のところですが、成果指標が「人

の役に立つ人間になりたいと思いますか」というところになる

のですが、１つは認知症サポーター養成講座の継続をぜひとい

うことです。私が福祉課のほうの会議に出たときに、こういう

取り組みが学校の中で行われるということは、他の市町にはな

いものだということを初めて知りまして、これはぜひ継続して

いただきたいと思っています。 

本校は、７月にさせていただいて、こどもたちが前向きにこ

れから取り組もうという気持ちをもつことができました。 

新規ということで、人の役に立つということであれば、地域

学校協働活動で学校の中に入っていただいた地域の方たちのそ

ういう姿そのものが人の役に立つ姿だと思いますので、そう

いったところと関連できるとよいのではないかと思いました。 

 

今のご意見は、39ページの認知症サポーター養成講座が入っ

てきたことに対する評価ですね。それとその地域学校協働活動

との連携のことがここに入ったほうがよいのではないかという

ことですね。 

ありがとうございました。 

その他いかがでしょうか。 
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今回大幅に重点取組について変えられたということで読ませ

ていただいて、社会教育の立場から見て、生涯にわたっての学

びのことについても入っており、家庭教育のことについても本

当に保護者に学ぶ機会ということで入れていただいているの

で、大変いいなと私は思いました。 

社会教育的な立場のところも重点に入れていただいたことを

すごく評価いたします。 

意見としてお願いします。生活指標について、意見を言いた

いと思います。成果指標をこれから10年間、これをもとに、ど

うだったのかを検討していくうえで、すごく大切なものになる

と思います。生活指標がどこに向いているかということで、どっ

ちの方向に力を入れていくのかということになると思うので、

生活指標について丁寧に考えていくことも大事だと考えており

ます。 

具体的に言いますと、以前もこの会で意見を言ったことがあ

のですが、例えば、生涯学習講座についての成果指標のP62ペー

ジのところで、成果指標が生涯学習講座の受講者数を延べ人数

で書かれています。 

延べ人数を求めるのか、みよし市民のたくさんの人が生涯学

習に参加することを求めるのであれば、延べ人数ではなくて実

質何人の人がこれに参加したかで数えていくのがいいと思いま

す。そうでなくて、生涯学習全体のことを考えると、この生涯

学習講座に参加したことが指標になるのか、それともいろんな

場においてアンケートをとることができると思いますので、何

か学ぶ機会を自分自身としてもったかをみよし市民に聞いて、

生涯学習講座に限らず、学ぶという機会をもって学んだ人の数

を調べていくのがいいのか、そのあたりを検討していくといい

かなということを思いました。 

成果指標を、何となくこの数になればいいというふうに考え

るのではなく、厳しく見つめるというふうに考えると、78ペー

ジの家庭教育学級と思春期子育て講座の参加者数というところ

も、生徒の数まで入れると自動的に聞く人が入ってしまうので、

これに参加するという人の実質の目標がずれてくると思いま

す。自動的に参加する人以外の参加者数を数えるといったよう

に考えていくといいかなと思いました。 

もう１点、53ページの不登校対策のところで、目標値が０％

でよいと思いますが、他のものは全部、数字が増えるとよいの

に対して、これは０％を目指していくので少し違和感がありま

す。100％を目指す方向の表現にしたほうがいいのかなと感じま

した。生活指標について、少し思ったことを意見として言わせ

ていただきました。 

 

まず40ページのところですけど、ネイティブの英語に触れる

英語科の授業のところの内容が、ALTの配置ということで、武者

先生のお言葉の中に、中学校のALTの配置とその授業の充実度が

低いのではないかとご指摘をいただき、学校現場としては反省

ですけども、ただ配置するだけではなく、特に中学校の授業の

見直しとか、そういったことも取り組んでいかないと変わらな

いと思います。 

中学校の先生方は、入試のことも考えなければならなく、苦
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しんでいると考えられますので、そのようなことも受け止めな

がら、改善の方向を示して取り組めるとよいと思っています。 

それから、41ページ、49ページにあるデジタルシチズンシッ

プや情報リテラシーは、前回の計画案では、教育研究員がこの

計画を取り組んでいくことで、昨年度まで見えた多治見指導主

事が事務局としてデジタルシチズンシップ教育の計画を取りま

とめて、今それを市教研の学習情報部会が取り組んでいるとこ

ろです。放送教育特別研究会というところで、今回発表したの

ですが、大変評価をいただいて、これを継続していくことはす

ごく大事だということで、この中に学習情報部会のことだとか

が載ってないので、ぜひ、連携して取り組くむことができたら

と思っています。特に情報に関して生活習慣の見直しだとか市

教研の養護部会も現在取り組んでいて、今後学習情報部会と連

携していきたいと思っておりますので、ぜひここに位置付けて

いただけると、具体的な動きに連携ができるかなと思います。

細かな話で申し訳ありません。お願いします。 

 

ありがとうございました。 

40ページのALTの配置を目指すのではなくて、授業の改善を出

してほしいということですね。それから、41ページ、49ページ

については、ICT教育について、もうすでにそういった取り組み

を行われているので、それとの連携をこの中に書き込んでほし

いというご意見でした。 

ありがとうございました。 

 

重点取組１の「学ぶ楽しさを実感し、生きる力を育むみよし

の事業づくりを支援」と、重点取組３の「自他を大切にし、周

囲と共に高め合う『みよし思いやりの教育』の推進」と、重点

取組６の「不登校を生まない学校づくり」は、全部繋がってい

るというか、１つが欠けると他にも影響があるし、１つを充実

させることによって、他も充実していく。この他もそうだと思

うのですが、特にこの３つは、とても関連が強いと思っていて、

重点取組１の「がんばる先生応援プロジェクトによる授業支援」

というのが本当にやっていただけたらありがたいと思っていま

す。今、いろいろと教員にとっては厳しい時代ですけど、そん

な中でも、夢をもって、教職についてくれる若い先生が来るの

ですが、新規採用の先生は、そういうプロジェクトの中で、支

援というか指導してもらえる一方で、講師の先生で特に中学校

だと、非常勤講師の場合、授業時間しか給与がついてないので、

県から４分の１時間空き時間を設けてもらっていますが、空き

時間は授業の準備だったり、成績をつけたりとかでなかなか研

修の時間が取れていません。申し訳ないけど新任の非常勤の先

生だと、勤務時間外のところで話をせざるをえないというのが

現状です。講師の先生もこの取組の範囲の中に入れていただけ

ると安心して授業に取り組めるようになると思います。 

私たちも少し困っているということは分かっているけど、な

かなか時間外というのも厳しいため、苦慮しているところがあ

ります。そのため、範囲を講師の先生も含めて指導してもらえ

るとありがたいです。 

あと、不登校のところで、「こどもの学力を伸ばす多様な学習



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

形態の工夫」の中に、効果的な小学校専科授業や少人数学級体

制について研究を進めますというのも大変ありがたいと思って

います。ただ、自分が新任で教員になったときからティーム

ティーチング制度が始まって、いろんなやり方があり、少ない

人数に分けて一人の先生が教えるパターンと、例えば30人のと

ころに二人で入るパターンの大きく分けると２つですが、現在

先ほどお話した通り、経験の少ない先生がどんどん増えていて、

一人で授業をするのが苦しかったりするので、そこも踏まえて、

そのような先生が指導をするだけではなく、副担任のような形

で一緒に指導に入ってもらえるということが伝わってきて本当

にありがたいです。一緒にこどもを指導しながら、授業につい

て指導もしていただけるという内容にしていただけると、若い

先生も安心して力をつけられるのではないかと思います。 

あと、重点取組３の「幼・保・小・中間の教職員交流」で、

拡充とありますが、現在、南地区と北地区それぞれ中学校が２

校で、全部で４校しかないけど、その４校が２年に１回、当番

校のようになります。自分が市教委にいたときは、そんなに回

数はなかったけど、今は倍になっていて、意義のあることは分

かるけど、やはり会場校となると、それなりに会場の準備をし

たりなどいろいろある割に、参加者が例えば今年だと５人ぐら

いで、他の会について聞いたらやはり５人ぐらいで、せっかく

やるのであれば、10人ぐらい集まるといいのかなと思います。

回数が多いと、出張に出るのも授業の関係や指導の関係がある

のでなかなか厳しいところがあるので、拡充というよりは充実

にしていただいて、濃度の濃い研修にしていただけるとありが

たいなと思っています。 

あと最後に、部活動に関することで、重点取組10「人生100年

時代のライフステージに応じた生涯学習・生涯スポーツの機会

の創出」ですが、今、部活動の地域展開を中学校はとても心配

しています。保護者の方は市のホームページを見て、「もう来年

から部活がなくなるんだよね」、地域の方も「来年から部活なく

なるからグランドってもう使えるんですよね」というような質

問をよく電話でいただいきます。こどもたちもとても不安に

思っていて、「部活動はなくなるのかな」というところがあるの

で、そこの部分が明確になるといいと思います。今、指導員の

方たちも増やしていただいていて、本当にありがたいと思って

いるのですが、教員も同じで、やっぱり一人一人思いが違って

いて、学校の事情だったりとか、学校の顧問の先生とうまく連

携して、思いをお互いに共有できている場合はうまくいんので

すが、そうじゃない場合もやっぱりあります。あと、どの部活

でもこどもなので、いろいろなトラブルが起きます。トラブル

が起きたときの対応が、どうしても指導員の先生だけだと難し

いところがあり、そこは指導員の先生からも不安があるという

声をいただいているので、そこの対応をどうされるかについて、

またこれから具体案を出していくときに、ご検討いただければ

と思います。例えば、朝９時から部活動をやろうと言ったとき

に、来ない子がいたりすると、学校の顧問たちは、学校の授業

と同じように、家に電話して、「来てないけど、今日、どうされ

ましたか」と聞きます。来る途中にどこかで倒れてないかとい

うこともあるので、このような対応しますが、指導員さんだけ
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でやるようになったときは、指導員さんがそれをやるのかなと

心配なところがあり、保護者の方もとても心配していると思い

ますので、またご検討いただければありがたいです。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

１つはがんばる先生応援プロジェクトは非常にすばらしいけ

れども、講師の方も含めて対応してほしいということ、それか

ら、TTの制度のように、経験の少ない教員が学べるようにして

ほしいということ、それから幼・保・小・中の教職員の交流が、

人数が現状では少ないので、もっと多くの方が参加できるよう

な、回数を増やすのではなくて、充実を図るようにしてほしい

ということ、それから部活動の地域展開については不安が多い

ので、安心して進められるような体制を検討してほしいという

ことでよろしいでしょうか。 

 

ありがとうございました。 

その他いかがでしょう 

 

重点取組１の「学ぶ楽しさを実感し生きる力を育む『みよし

の授業』づくりを支援」のところですが、小学生や中学生の柔

軟なうちは、体験や経験から学ぶということはすごく大事だと

思っていて、私自身も小学校のときの夏休みの授業で、土器か

何かを、郷土資料館に足を運んで見に行ったりとか、図書館で

難しい本を何か意味が分からないながらも一生懸命読んで調べ

たりということが、印象に残っていて、頭にも残っていてとて

もよい経験だと思うので、今、タブレットで簡単に調べたりは

できるのですが、五感を使って学んだり経験したりするという

ことをしっかりと記しておいたほうがいいと思いました。 

それで少し関係するのが、43ページの「学校図書館の蔵書充

実」のところですが、小学校の図書ボランティアで入っている

と、もう直しようがないぐらいぼろぼろの図鑑があったりして、

そういう体験を通してということが大切だと思うので、利用で

きる図書もしっかりと見直していくといいと思いました。 

自分が親で、小学校や中学校に望んでいることは、便利な社

会になってきているのですが、本人がたくましくて、柔軟性が

あって、自己有用感が高いというこどもになってほしいと思っ

ていて、そういうこどもを育ててくれるような学校望んでいま

ます。53ページの「魅力ある学校づくりの推進」の自己有用感、

思いやり、人権や生命を尊重する、心を育むの辺りで、抽象的

な感じで難しいと思いますが、本当にこどもたちのことを大切

に思っているということで、こどもたちの自己有用感が高まる

ような具体的な働きかけを先生たちにしていただけるととても

ありがたいです。 

 

ありがとうございました。 

最初にお話があった五感を使って学ぶというのは、まだこの

項目としてはないから入れていただきたいということでよかっ

たですか。 
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そうですね。38ページのイの「主体性と対話、実体験を重視

した活動の推進」というところにあるのですけど、アの「学ぶ

楽しさを実感し生きる力を育む『みよしの授業』づくりを支援」 

に入るといいと個人的に思いました。 

 

体験を重視した活動という点では、イのところにもう少し書

き込んでいただくということでもよろしいでしょうかね。 

 

はい。 

 

ありがとうございました。 

それから２点目が43ページ学校図書の充実のところは力を入

れてほしいということ。それから、53ページの魅力ある学校づ

くりの自己有用感を高めるはたらきかけというのをぜひ推進し

てほしいというご意見ですね。 

ありがとうございました。 

 

その他いかがでしょうか。 

 

文化協会から来ております、富樫と申します。 

私は地域コーディネーターもやっておりまして、みよしのこ

の会議自体が本当に教育に関してはとても手厚くやっていただ

いて、こどもたちも親たちもとても幸せなのではないかという

思いで、今ここにおらせていただいています。こういうことも

やっているということを、地域の皆さんに伝達することは、と

ても重要なことだと思うことが１つ。 あとは、地域コーディ

ネーターをやっていて感じたこととして、この78ページの家庭

教育に関する学習機会の充実のところで、家庭教育の４番目ぐ

らいに、ペアトレ講座の充実とかもありますので、たぶん親御

さんを育てる教育なのではないかと思います。これが、こども

相談課とか、学校教育課、保育課の人が、やってくださってい

ると、ここで学んだ方たちのこどもさんが中学生ぐらいになっ

たときに、その親御さんが、学校に協力できるというか、力を

助け合えるというか、地域、学校、保護者の３つがうまくいか

ないと、みよし市の教育も回っていかないというご指摘も先ほ

どの評価の中でもあったような気がいたしますので、現在、中

学校の保護者の方は、皆さんお仕事をもっていらっしゃって、

仕事をするのが当たり前で、学校に還元をすることやこどもに

関することは少し二の次になっているような気がしてならない

ですけど、保護者全員が全員そうではないので、分からないの

ですが、今私が感じていることは、やはり重点取組15でやった

ことが将来生きてきて、重点取組16とかにつながっていくとい

いなという希望的観測な意見ですみません。以上です。 

 

ありがとうございました。 

78ページの家庭教育の充実について、こどもをどう育てるか

ということも大事ですが、共働きの家庭が増えるなかで、地域

とどのようにつながっていくのかという観点の事業も必要では

ないかというふうに受けとめましたがよろしかったでしょう

か。 



富樫委員 

 

大村委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大村委員長 

はい。 

 

ありがとうございます。 

この点について私も１つ補足といいますか、関連して述べた

いと思います。基本目標Ⅲの77ページのところがですが、その

タイトルが「人のつながりと学びを通した家庭づくり・地域づ

くりの推進」となっています。この家庭づくりが入ったのがと

てもいいと思っているのですが、施策の中にこれが表れてこな

いんですね。つまりこどもをどう育てるかということは、書か

れているのですが、その家族をどうつくるのかということが、

やはり必要ではないかと思うんです。 

その点については、もちろんそのこどもを育てる家族をどう

つくるかということもありますけれど、男性と女性がそのパー

トナーシップで、お互いに協力していくにはどうしたらいいか

とか、それから、今日もご発言ありましたが、認知症の方が一

緒に生活をつくっていく家族とか、障害者の方がみえる家族、

あるいは、外国にルーツのある方の家族というような、そういっ

た家族をつくる難しさというものに、あるいは一人親家族の場

合もそうですね。そこ対しては、やはり学習教育的な支援が必

要ではないかと思います。ご発言もあったように、特に今後、

その家族が地域と結びついていく、地域の中でその家族をつ

くっていくという地域デビューといいますか、地域といろんな

形でつながっていく、あるいは支援を受けていく、幸せな家族

をつくるために、それを支える地域をつくっていくという視点

の取組、おそらく、各部局ではやられていることもあると思い

ますが、それを家族づくりという視点で、何かここに入れてい

ただけたらと思いました。これについてご検討いただきたいと

思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

今のお話で、学校はいろいろなこどもたち、その後ろにいろ

いろな家庭があるのですが、トラブルがない家庭もないし、ト

ラブルがないこどももいないですけど、トラブルが起きたとき

に、いろんなところとつながっている家庭、地域の人ともつな

がっていたりとか、何か困ったときに助けてと言えたりするお

うちの方やこどもだと、何とか解決していきますが、助けてと

いうことをなかなか言えないと、どんどん孤立していってしま

う。私たちはこどもを通していろいろな家庭を見ることがあり

ますが、本当にみよし市は教育について手厚くいろいろな取組

をしていただいていると思います。しかし、困っていると言え

る人は助けてもらえると思いますが、困っていると言えずにい

る人たちをどのようにサポートしていくのかというところを自

分も今考えていて、なかなか難しい問題です。 

ここに載せるか載せないかは分かりませんが、本当に助けを

求めているのはそうやって声が出せなかったり、自ら市役所に

足を運ぶことができなかったりする家庭で、そのこどもが一番

困っていると思うので、そこにも目を向けていただけるとあり

がたいと思いました。 

 

ありがとうございました。 
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大村委員長 

 

 

 

 

どこの項目ということではなくて全体的なご意見ということ

ですね。 

おそらく地域福祉の分野で重層的支援がみよし市でも進めら

れていると思います。その考え方は地域共生社会ということで、

今おっしゃられたように困っていると言えない人たち、あるい

は、その施策の狭間で埋もれてしまった人たちに、手が届くよ

うな施策を新しくつくり出していこうという取組ですよね。そ

うした福祉の取組とかみ合った何かを、この計画の中に、福祉

とこのようにつながっていくというような書き方で入れていた

だけるといいかなと思います。 

また、それは家族という視点ですと、先ほど少しお話をした

家族づくりのところにもつながるかもしれない。でも、こども

が困り事の反応をどう受け止めるのかということもあるので、

少し全体的にどのように施策に入れていくのかをご検討いただ

けるといいかなと思います。 

それから、こどもに接する人たちにおける困り事は、実はみ

よし市はこどもの権利条例がつくられました。ここで、こども

の権利擁護委員会というものがつくられるということになって

いますので、おそらくこの擁護委員会はそうしたことを受け止

める機関になるはずです。まだ、そちらのほうは決まってない

のでしょうか。この計画の中には、そういったことが入っても

いいのではないかと思いますので、特に切れ目のない相談体制

のところに、ぜひ、そういったこどもの権利擁護委員会という

ものも入れていただくといいかなと思いました。 

その他いかがでしょうか。 

 

幼稚園父母の会会長の鈴木です。 

78ページの重点取組15の一番上のところに新規として、父母

の会による保護者の学習機会の充実という項目を新たに入れて

いただいているのですが、これは多分前回お話をしたときに、

幼稚園のお母さんたちの中にも学びの機会がほしいと考えてい

る方がすごく多いと感じているという発言から入れていただけ

たのだと思います。この内容に関して、「幼児期のこどもを育て

る保護者に対し、保育園父母の会が開催する子育てについて学

ぶ会や保護者の教養を高める活動を開催します」というのが、

私の理解力不足だったら大変申し訳ありませんが、具体的に保

育課が、幼稚園の父母の会の依頼に対して講師を派遣していた

だける形なのか、もしくは、この父母の会の会長や役員を務め

ている保護者が保育課を通して学ぶ場を保護者に提供する形な

のか、もしくは、保育園や幼稚園の父母の会が主催として今後

もそういう講座を保護者向けにぜひ開いてくださいという施策

なのか、そのあたりが私としては曖昧で、今後どのように対応

していけばよいか迷うところでしたので、もう少し具体的に示

していただけたらありがたく思います。 

 

ありがとうございました。 

78ページの、そうですね重点取組15の最初のところが少し文

章的にもわかりにくい部分があるかと思いますが、もしご説明

いただけるなら今お願いしたいのですがいかがでしょうか。 
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大村委員長 

 

 

廣川学校教育課主幹 

 

 

大村委員長 
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大村委員長 

 

 

 

 

髙橋委員 

 

 

 

 

 

 

私のからよろしいでしょうか。 

父母の会の開催っていうのはもうすでに今もやっているよう

な講座を示しているのですが、そこに新たに保護者が幼稚園、

保育園の体験ができるような、先生と一緒に活動するだとか、

そういった体験ができるものも今後やっていけたらどうかとい

うことで、そういった意味合いで位置づけており、記述の仕方

につきましては考えていきたいと思います。 

 

ありがとうございます。今の答えはその保育課がやっていく

事業として考えているということでよろしいですか。 

 

これは、先出しをしているところがありますので、保育課と

話をして、詰めていきたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

 

打越保育園園長の小嶋と申します。先ほどの件ですけど、内

容のところが保育園父母の会っていうことで限定されていると

いうのは、保育園代表としては少しどうなのかなというところ

があります。理由としては、保育園の保護者の方は皆さんお仕

事をもってみえます。もちろん父母の会として活動はされてい

るのですが、こちらの保護者の教養を高める活動の内容に限っ

てくると、もちろん新規なのでこれから父母の会にはたらきか

ければいいかなとは思うのですが、少しどういうふうになるの

かというところは、園長の私から見て心配な部分があるので、

この記載がこのままいけるのかどうかは、気になるところでは

あります。 

現在、保育課の保育園の園長としてなんですけれど、公立保

育園では、先ほどお話があった保護者の方が子育てについて学

ぶという学校教育課の方がお話したことを進めるように計画は

進めています。まだ今の時点では、実際、やれている公立保育

園はないのですが、園長会の間ではどういうふうに各園が取り

組むことができるかという話を進めているのが現状です。 

ただ、一応今のところ、私の把握する部分では、公立保育園

だけの話になっていますので、これが民間保育園さんとか、幼

稚園さんとかが入ってくると、ちょっと話が変わってくるので

はないかなという思いはあります。 

 

ありがとうございました。 

この点も含めて検討していただくということでお願いしたい

と思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

緑丘小学校のPTAの髙橋です。ページ数として、P41の重点取

組３「自他を大切にし、周囲と共に高め合う『みよし思いやり

教育』の推進」の２つ目と３つ目、「人権教育の充実」と「生命

の安全教育の推進」に絡むのですが、特に生命の安全教育の推

進のところの３行目の性教育を含む生命誕生…のところが性教

育という言葉なのですが、本日冒頭の教育長のお話のほうにも

ありましたが、やはり少し今不安に思っている保護者はすごく
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鈴木政之委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多い中で、性教育という言葉だといろんなイメージがあって、

なかでも包括的性教育という言葉を入れていただくと、すごく

人権教育につながるものになると思うので、文面の言葉として

訂正いただくと広がりが出るのかなと思います。 

あと、ここに絡めて、78ページの重点取組15にあります、上

から２つ目の「家庭教育学級の拡充」のところで、こちら小学

校のPTAの家庭教育推進員が、主に担当していると思うのです

が、こちら82ページの一番下の各団体への補助のあり方の検討

も絡めてお話したいのですが、制度としては補助金がもらえる

もので、講師料とかが賄えるのですが、年間計画を５月ぐらい

までに出さなければいけないと、実際に役員になった人がその

年にやりたいことが、やりづらい制度になっていると思うので、

この82ページの補助のあり方が、こちらのPTAの家庭教育学級も

含めていただいて、もう少し柔軟性をもった補助金が使えるよ

うな仕組みづくりを考えていただきたいと思います。 

あと、地域学校協働本部もこの枠に入っているのですが、今

実際に地域学校協働本部として何か予算がついているというこ

とはないと思うのですが、そこにも資金面での補助があると、

今ある活動がもっと活発になると思いますので、そちらも少し

検討していただけるとありがたいと思います。 

 

ありがとうございました。 

41ページの人権教育、生命の安全教育について特に性教育の

表現について包括的性教育としたほうがいいということが１

つ。それから、78ページの家庭教育学級の現在の補助金の出し

方に柔軟性が欠けるから、そこを改善してほしいこと。それか

ら地域学校協働本部の予算を出せるようにしてほしいというご

意見でした。 

地域学校協働本部の予算については、私もこれを読んでいて、

生涯学習教育の講座のところにサンライブ等のことが書かれて

いますけど、ここに地域学校協働本部も社会教育の担い手とし

て位置づけていただいて、そこで講座を開くことができるよう

にしていただいたほうがいいのではないか、あるいは、サンラ

イブとの連携ができるというような、例えば、講師紹介とかが

できると、より発展するのかなと思っていましたので、ぜひそ

の地域学校協働本部を活性化するための社会教育の取組とし

て、きちんと位置づけていただくということをお願いしておき

たいと思います。 

それから他はいかがでしょうか。 

 

三好高校校長の鈴木でございます。 

この57ページのところに、高校生、大学生による学校の地域

支援の充実という等がございまして、高校生、大学生による体

験活動プログラムの充実というところで、高校生や大学生が行

う小中学校の授業ということが出てきて、区分としては拡充で

担当課が学校教育課となっているのですが、市の学校教育課が

主導してやることになっていくというのが、県立高校の立場と

しては、何かしっくりこない、馴染まないという感じがしてい

ます。もちろん協力できるところは当然高校生も協力をさせて

いただきたいということはベースにあるのですが、表現を少し
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清水委員 

 

考慮していただきたいなと思います。 

それからもう１つ、76ページの体験の場の創出ということで、

ここも本校の学校名を出していただいてありますが、地域連携

スポーツ講座を推進しますというところが拡充で学校教育課に

なっていますが、この地域連携スポーツ開放講座も本校はやっ

ておりますが、これは本校のスポーツ科学科の特色ある取組と

いうことで、学校独自の取組で動いているものなので、ここの

表現も少し今現状で動いていることと馴染まないということが

ございますので、みよし市内に１校しかない学校ではあります

が、県立高校という立場があるので、表現を考慮していただき

たいというところがあります。よろしくお願いします。 

 

ありがとうございました。 

今の57ページ、76ページに記載されている表現ですね。県立

高校として参加をしていくときに、それを配慮した書き方をし

てほしいというご意見かと思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

75ページのふるさと学習の推進のところで、新規に産業振興

課と協力したり、いろんな課と協力したりして、今に続く昔の

歴史を勉強するのではなく、今のみよしがどのように変わって

きたのかを知るために、こういう取組はすごくいいなと思いま

した。 

それと体験的なふるさと学習の推進で、実際に触れたり、やっ

たりという経験は、今のこどもたち、私たちにとてもいいこと

だと思いました。この新規のことに賛成いたします。 

 

ありがとうございます。 

75ページのふるさと学習の推進として書き込んでいただいた

ことを支持しますということですね。 

このふるさと学習については、私も少し意見を言わせていた

だこうと思ったのですが、１つは中学校の総合的な学習の時間

の教育課程の開発です。これをぜひふるさと学習の中でやって

いただけたらいいのではないかと思います。 

それに加えて、高校生に対する探究の時間ですね。その学習

プログラムをつくってもいいのではないかと思います。それは、

三好高校だけではなく、他の高校のみよし市に在住している高

校生たちが、それぞれの高校でそういったみよし市をフィール

ドとした探求ができるような枠組みをつくっていただいて、み

よし市の高校生が、市役所であるとか博物館であるとか、そう

いったところと連携して、探究の研究ができるための支援とい

うものを、やっていただけるといいのではないかと思います。 

中学生、高校生が自分で学んでいくというプログラムづくり

開発に取り組んでいただけると、このふるさと学習はより発展、

展開できるのではないかと思いましたので、ご検討いただきた

いと思います。 

その他いかがでしょうか。 

 

77ページ（１）アの「家庭教育に関する学習機会の充実」で、

私が今までにいいなと思ったことが、どういう企画で行ったの
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かを忘れてしまったのですが、教育委員として参加させていた

だいた、カネヨシプレイスでのビリギャルのお母さんの講演と

小児科医の成田奈緒子さんの講演ですけど、どちらも他者を受

け入れるとか、大切にするとか、結局はそういうテーマのもの

であって、家族も他人同士の集まりなので、そういうところが

家庭学習にもつながるのではないかと思いました。それはたぶ

ん先生とか小中学生の親向けだったのですが、幼稚園も小中で

も、学校からお知らせすると目に止まると思うので、そういう

家庭教育にもつながるような内容の講演会とか講座のようなも

のをもっと積極的に開催するといいのではないかと思いまし

た。 

 

ありがとうございました。 

78ページの家庭教育に関する学習機会の充実をさらにという

ところでよろしかったでしょうか。 

それでは私のほうから２点、少し意見としてお伝えしたいと

思います。１つは41ページです。重点取組３のところですが、

道徳教育と人権教育のどちらに入るかはこれから検討いただき

たいと思いますが、先ほども申し上げましたこどもの権利条例

をつくられましたので、こどもの権利について、おそらく学校

でもきちんと教えていくことになると思います。もともと、こ

どもの権利条約を日本は批准していますから、それに沿えば学

校で教えなければいけないということです。また、こども基本

法ができましたので、これも教えていかなくてはいけないとい

うことになっています。このところにこどもの権利という文言

が出てきてないですよね。やはりこどもたちに対して、一人一

人そういった権利を持っているんだよとか、あるいは友だちも

もっているんだよとか、お互いの権利をどう大切にしていった

らいいのだろうというようなこどもの権利についての学習に取

り組んでいただきたいと思います。それはこどもだけの問題で

はなくて、実は、教職員、それから地域の方々、特に地域学校

協働本部が展開されていますので、その中でもこどもの権利に

ついての理解を広げていくということが大事だろうと思いま

す。これは、文部科学省がつくっている生徒指導提要の中にも、

そういうことが書かれていますし、こういったことをすること

が、地域全体でこどもを大事にしよう、地域でこどもを育てて

いこうという合意の１つの基盤になっていくのだろうと思いま

す。 

もう１つは、53ページです。不登校を生まない学校づくりと

いうことが出ていますが、ここで言おうとしていることは分か

りますが、不登校を生まない学校ということが、不登校のこど

もたちが本来そうあるべきではないというような否定的なメッ

セージにとらえられてしまうんのではないかと思います。です

ので、そこの中にもあるような魅力ある学校づくりであるとか、

行きたくなる学校づくりというような、もちろん不登校のこど

もも、いろんなこどももいらっしゃるでしょうが、そういった

子たちを傷つけるのではなく、そういった子たちも肯定しつつ、

学校がみんなのための学校になるようにといったニュアンスを

このタイトルにも込めていただければと思いました。 

以上です。 
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その他、重点施策についてよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

非常にたくさんのご意見いただいて、事務局さんはまた大変

かと思いますがぜひご検討いただけたらと思います。 

 

それでは続きまして協議事項２の体系別施策について事務局

よりご説明をお願いいたします。 

 

少し時間が押しており申し訳ありません。簡単に体系につい

て変えさせていただいたところを中心にご説明させていただき

ます。 

それでは、骨子案のP36をご覧ください。基本目標Ⅰ「21世紀

をたくましく生き抜く子を目指した、みんなが育つ共育・協育

の推進」の基本施策につきましては、スライドの上の部分を見

たら分かりますように、前回までは、こどもの育成を視点にし

ていましたが、今回は学校づくりに視点を変えています。また、

共育協育の推進を位置づけ、学校・家庭・地域が一体となって

こどもの育ちを支える体制づくりを目指します。１つ１つの取

組につきましては、P37からP58をご覧ください。取組の数が多

いため、説明は割愛させていただきます。 

続いて、骨子案のP59をご覧ください。基本目標Ⅱ「地域との

協働による、市民みんなが育つ学びの場づくりの推進」の基本

施策につきましては、前回まで生涯学習と生涯スポーツを分け

て考え、それぞれに取組を位置づけていましたが、今回は、そ

の二つを合わせて、「市民の学ぶ場の提供」「学んだことを表現

する場づくり」「みよしを好きになる場の創出」としました。１

つ１つの取組につきましては、P60からP76をご覧ください。 

続いて、骨子案のP77をご覧ください。基本目標Ⅲ「人のつな

がりと学びを通した家庭づくり・地域づくりの推進」の基本施

策につきましては、家庭づくり・地域づくりと人と人とのつな

がりを分けていたが、家庭・地域とも教育力向上とつながりづ

くりに視点を絞ってそれぞれ取組を位置づけました。すべての

子育て世代の保護者が、安心して子育てができる環境整備につ

いても加えました。１つ１つの取組につきましては、P77からP

88をご覧ください。 

そこで、ここからは、「みよし市新教育振興基本計画の体系別

施策について」、皆様方の立場から御意見を伺いたいと思いま

す。先ほど申し上げた基本施策のことや、それぞれの取組につ

いてなど、どの視点からでも結構ですので、皆様から御意見を

いただきたいと思います。これにおいても、全体協議で行わせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

武者先生のほうから、児童館、それから児童館機能を有する

集会所の無線LAN化による地域における学習拠点の創設のとこ

ろの削除について、こういったものが充実、あるいは検討の余

地はないかというご意見があって、私もタブレットが全部いい

というわけではありませんが、今、学校から持ち帰っていて、

実際に家庭でもそういったタブレットを使った学習をしてお
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り、それをふれあいセンターとかそういったところで学べると

いうことができるのであれば、そこの環境も整うといいなと

思っています。 

また、先ほど清水委員から図書館の本の充実ということを

言っていただき大変ありがたく、今、生涯学習推進課の方によっ

て電子図書の貸し出しが可能になって、こちらにも新規と入っ

ていて、とってもありがたいのですが、実際に触れるものと、

それから電子図書のようなもので学ぶといったときに、例えば

集会所だとか、そういったところで読めたりできると、とても

いいなと思ったものですから、ご検討いただけたらと思います。

よろしくお願いします。 

少しどこなのかというところですが、重点取組18の一番下の

「児童館、集会所、ほか地区施設の有効活用」に入るのか、少

し私も分からないのですが、無線LANというような形で、こども

たちが使えるといいなと思っています。 

 

なるべくこどもたちがタブレットを使える環境を整えていく

ことは大事だと思っています。さらに言えば、市民にとっても、

ICT機器を使いこなしていくということは、これからさらに重要

になってきていて、その格差を生まない、埋めていくというこ

ともありますし、新しいICT機器の活用について学んでいく場が

開かれていくことが必要であろうと思います。それが、こども

が学んでいくことを保護者や大人たちが支えていくことにつな

がるのだろうと思います。ですから、先ほどお話があった児童

館、集会所等、これはこどもの居場所づくりとして書かれてい

ますが、ICT教育の拠点、市民的な拠点というのがどこかにある

べきではないかと思います。それはサンライブがいいのか、他

にどこかふさわしい場所があるのか分かりませんが、そうした

ことはぜひ入れていただいたほうがいいかなと思います。 

あと私のほうから、ないものねだりなっては申し訳ないと思

いつつ、先ほど三好高校の校長先生から少しご意見がありまし

たけど、みよし市の高校生に対する支援というところでは、や

はり三好高校の生徒さんだけではなくて、他の高校に行ってい

る高校生たちが、みよし市の中で学んだり活動したりという、

そういった拠点がどっかにあるといいなと思っています。いわ

ゆるユースセンターというところが、他の自治体ではかなりつ

くられてきているところもございます。 

みよし市がどういう形でそれが可能か分かりませんが、この

中にあります高校生や大学生の地域参加といったことも含めつ

つ、高校生や大学生の居場所、活躍の場所というものを広げて

いく担当部署がどこかにあってほしいと思います。これについ

てのご検討をお願いしたいと思います。 

それでは皆様からよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

非常にたくさんのご意見いただきましたので、先ほども申し

上げましたが、ぜひ事務局のほうでご検討いただきたいと思い

ます。 

それでは協議事項についてはすべて終了いたしましたので、

進行を事務局にお返しいたします。 

ありがとうございました。 
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では、今後の予定について事務局から説明をさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

失礼いたします。今後のスケジュールにつきまして、予定よ

り進度が遅れている関係で、９月２９日から１０月２９日を予

定していたパブリックコメントを１１月４から１２月５日に変

更しました。パブリックコメントに用いる資料ができましたら、

皆様にも送付させていただきます。１０月上旬を予定していま

す。また、次回は、２月１７日（火）に推進委員会を予定して

おりますので、よろしくお願いします。以上となります。 

ありがとうございます。それでは、最後に大村先生から、今

日のことについて総括、ご指導いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

もう時間も押しておりますし、私のほうから言いたいことは

かなり言わせていただきました。こうした市民の皆さんのご意

見を聞く会を毎年開いている市はあまりないと思っていますの

で、ぜひそれを生かした計画にしていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

皆さん今日はどうもありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

事務局からは何か追加の説明ありますか。 

 

特にありません。 

 

よろしいですか。 

では、長時間にわたってありがとうございました。 

以上をもちまして第２回みよし市教育振興基本計画推進委員

会を終了させていただきます。 

例の交換を行います。 

皆様ご起立お願いします。 

 

一同礼。 

 

ありがとうございました。 

ご着席ください。以上となります。 

どうもありがとうござました。交通安全に気をつけてお帰り

ください。 

本日はありがとうございました。 

 

 

 


